
別紙

様式第２号の２（第２条関係）

□ 実施します

□ 計画に基づき順次実施します（以下に記載）

☑ 現時点での対応は困難です

□ 基準に満たないため対応できません

□ その他（　　　　）

木次総合センター自治振興課

回　　　　　　答

　現地を確認いたしました。
　現地は、近年までゲートボール場として利用さ
れていましたが、現在、利用がないというところで
す。過去の書類や利用者等から聞き取りなどを行
いましたが、桜の植樹等経過は不明でした。
　関係者によると今後利用の見込みはないとのこ
とです。市では今後の利用について検討すること
としており、桜の伐採についてもその中で検討し
ます。
　また、今後の草刈りなどの管理につきましては
周辺住民の生活に直接影響がないことから実施
いたしません。ご理解のほどよろしくお願いいたし
ます。

所管部局及び課室
（関係部局及び課室）

要望番号 自治会等名 要　　望　　事　　項

07030105 北側自治会

木の伐採並びに環境整備について

　北側地内にある市有地「元ゲートボール場」
の桜の木の伐採をお願いしたい。併せて、その
市有地の管理（草刈りなど）もお願いしたい。
　桜の木の落ち葉や枝がすぐそばの水路に落
ちて、片付けや掃除が大変であるので伐採して
ほしいと要望が出た。現地を確認したが、昨年
から、ゲートボールの使用がなくなり、現在、そ
の場所は荒れ放題の状況にある。市有地と隣
り合わせのお宅に今後大きな負担、迷惑をかけ
ることが予想されるので、ぜひとも市としての対
応（木の伐採、草刈り等の管理）をお願いしま
す。


